
 

 

 

水道課 
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１．水道法の改正について 

 

従前の経緯 

 

○ 水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号）が平成 30 年 12 月 12 日に公布され、

公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定である（ただし、

水道施設台帳の整備に係る規定は施行日から３年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行される）。 

 

○ 本法律は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等の水道の直面する課題に対応

し、水道の基盤の強化を図るため、①関係者の責務の明確化、②広域連携の推進、③適切な資産

管理の推進、④官民連携の推進、⑤指定給水装置工事事業者制度の改善の５つを柱としており、

特に都道府県に対しては、水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定する他、広

域連携の推進に向け、水道基盤強化計画の策定や広域的連携等推進協議会の設置に関する規定が

創設されたところである。 

 

○ 他方、総務省と厚生労働省では、水道基盤強化計画の策定を見据えて、広域連携の推進方針や

これに基づく当面の具体的取組の内容等を記載した「水道広域化推進プラン」を平成 34 年度末

までに策定するよう、都道府県に依頼したところである（「水道広域化推進プラン」の策定につ

いて（平成 31年 1月 25日付け総務省自治財政局長及び厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全

審議官通知））。 

 

○ この他、指定給水装置工事事業者制度における５年の更新制の導入については、水道事業者に

おいて条例の改正を含む実務面での対応が必要になることから、水道事業者における準備の参考

となるよう、更新制の導入に関するガイドライン（暫定版）を各都道府県等に対して提供したと

ころである（「指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入におけるガイドライン（暫

定版）」について（平成 31年 2月 25日付け厚生労働省水道課事務連絡））。 

 

今後の取組 

 

○ 改正水道法の施行に向け、現在、政省令の公布に向けた作業を進めている他、広域連携の推進

を含む水道の基盤を強化するための基本方針（基本方針）の策定に向け、厚生科学審議会生活環

境水道部会水道事業の維持・向上に関する専門委員会（委員長：滝沢智 東京大学大学院工学系

研究科教授）において、基本方針案の検討を進めており、初回の専門委員会を２月６日に開催し

たところである。 
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○ また、都道府県や水道事業者等の参考となるよう、水道基盤強化計画の作成、水道施設の点検

を含む維持・修繕、コンセッション方式導入の許可申請等に関するガイドライン（手引き）を作

成し、公表する予定であり、特にコンセッション方式の導入の許可申請等に関するガイドライン

等については、水道施設運営等事業の実施に関する検討会（座長：石井晴夫 東洋大学経営学部

教授）を新たに設置してその議論を踏まえて策定する予定であり、初回の検討会を２月２６日に

開催したところである。 

 

○ 改正水道法の施行に向け、上記の政省令、基本方針、ガイドライン（手引き）については、本

年夏頃までに公布・公表するとともに、全国５ブロック程度で、水道の基盤強化のための地域懇

談会においてこれらに関する説明会を開催する予定である。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 都道府県におかれては、改正水道法において広域連携の推進が責務とされていることに鑑み、

水道基盤強化計画の策定や広域的連携等推進協議会の設置の他、水道広域化推進プランの策定に

ついて準備を進めるとともに、改正水道法の施行に関して、管内の水道事業者等に対する情報提

供や技術的支援を行っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



２．水道施設の災害対策について 

 

従前の経緯 

 

○ 平成 30年６月 18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、大阪広域水道企業団の水道

管の破損等により、大阪府高槻市や箕面市等において最大で約９万４千戸が断水し、翌日 19 日

までに解消した。この地震による水道管の被害状況は、布設年度が古いほど破損割合が高い傾向

にあった。 

 

〇 平成 30 年７月豪雨では、土砂災害による浄水施設やポンプ施設等の損壊、河川の氾濫による

取水施設や浄水施設等の冠水、原水濁度の上昇等の甚大かつ様々な被害により、18道府県 80市

町村において最大で約 26 万４千戸が断水した。断水の被害の長期化が見込まれた宇和島市、呉

市では、関係省庁や企業、水道事業者等が協力して機器調達や輸送の迅速化、工期短縮等を図り、

８月 13日までに断水が解消した（家屋等損壊地域（※）を除く）。 

（※）地震により家屋・道路等が大きく損壊し、大きな被害が発生した地域で、地域の復興に合

わせて水道も復旧・整備する予定として自治体から報告があったもの。 

 

〇 平成 30年９月６日に発生した平成 30年北海道胆振東部地震では、北海道全域で発生した停電

の影響も含め、44市町村において最大で約６万８千戸が断水した。地震発生から３日後には停電

が解消し、断水戸数は約７千戸に減少したが、厚真町や安平町等の揺れが大きかった地域では、

浄水施設や水道管の破損等の復旧を行い、10月９日までに断水が解消した（家屋等損壊地域を除

く）。 

 

〇 これらの災害を受けて、９月 21 日に開催された「重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚

会議」において、直近の自然災害でインフラの機能確保に関して問題点が明らかになった事象に

対して、国民経済・生活を支え国民の生命を守る重要インフラが、あらゆる災害に際してその機

能を発揮できるよう、全国で緊急点検を実施することとなった。  

  全国の上水道事業等を対象にした重要度の高い水道施設（※）の災害対応状況に関する緊急点検

の結果を受けて、平成 30 年 12 月 14 日に閣議決定された「防災・減災・国土強靱化のための３

か年緊急対策」（以下「緊急対策」という。）において、停電・土砂災害・浸水災害・地震によ

り大規模な断水が生じる恐れのある重要度の高い水道施設に対して、2020 年度までに自家発電

設備の設置や土砂流入防止壁の設置、基幹管路の耐震化のペースの加速等の対策を実施すること

とした。 

(※) 病院等の重要給水施設に至るルート上にある水道施設 
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今後の取組 

 

○ 「水道における緊急対策の実施について」（平成 31年２月 25日付け薬生水発第 0225第 1号）

のとおり、水道事業者等に対して、改めて省令で定める水道施設の技術的基準（※）への既存施設

の適合状況について再点検することとともに、緊急対策の趣旨を踏まえ、水道施設の強靱化に関

するより一層の積極的な取組を進めるよう求めていく。加えて、平成 30 年度第２次補正予算よ

り、緊急対策の推進を図るための水道事業者等に対する財政支援の充実及び必要な予算を確保し

たことから、これらの活用を含め、水道事業者等に対して、対策の早期実施に取り組むように求

めていく。 

（※）下記の省令及び通知を参照。 

「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成 12年 2月 23日厚生省令第 15号） 

「水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令」（平成 20 年厚生労働省令

第 60号） 

「水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について」（平成 20年４月８日付け健

水発第 0408001号） 

 

〇 また、水道施設の早期復旧を図るべく、災害復旧費補助金による財政的支援を進めるとともに、

道府県や関連省庁とも連携し、早期の復旧・復興に向けた支援を鋭意進める。 

 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 今後依頼予定の緊急対策に関する要望書の提出にあたっては、「水道における緊急対策の実施

について」（平成 31 年２月 25 日付け薬生水発第 0225 第 1 号）の趣旨をふまえ、災害対応に係

る新規事業の積極的な検討や、基幹管路や浄水場等の水道施設耐震化の加速につながる検討（前

倒し、掘り起こし等）を、水道事業者等へ促していただきたい。 
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３．水道事業関係予算について 

 

従前の経緯 

 

○ 水道事業における財政支援（施設整備事業）としては、水道事業等を経営する地方公共団体に

対し、その事業の施設整備に要する費用の一部を補助する水道施設整備費補助金（公共）と、都

道府県が地域の実情に応じて各事業者に配分でき、水道施設及び保健衛生施設等の耐震化や水道

事業の広域化に関する施設整備に対して支援を行う生活基盤施設耐震化等交付金（非公共）を設

けている。 

水道施設の整備に関する平成 31年度予算案については、緊急対策の実施に必要な経費を含め、

他府省計上分と合わせて、昨年度から 275 億円増額の 650 億円を計上しており、平成 30 年度第

２次補正予算額（270 億円）と合わせた総額では 920 億円となっている。特に、生活基盤施設耐

震化等交付金の総額は昨年度から 185億円増の 632億円となっている。 

 

○ 平成 30年７月豪雨や平成 30年北海道胆振東部地震等の災害を踏まえ、全国の上水道事業等を

対象に、重要度の高い水道施設の災害対応状況について実施した緊急点検の結果を受けて、停電・

土砂災害・浸水災害・地震により大規模な断水が生じる恐れのある水道施設に対して、2020年度

までに 

  ・自家発電設備の設置等の停電対策 

  ・土砂流入防止壁の設置等の土砂災害対策 

  ・防水扉の設置等の浸水災害対策 

  ・浄水場３％（供給能力ベース）、配水場４％（有効容量ベース）の耐震化 

  ・基幹管路の耐震化のペースの加速 

 を緊急対策として実施することとした。（「防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策」

（平成 30年 12月 14日閣議決定）） 

 

○ 水道施設について IoTによる先端技術を活用することで、自動検針や漏水の早期発見といった

業務の効率化に加え、ビッグデータの収集・解析による配水の最適化や故障予知診断など、先端

技術を活用して科学技術イノベーションを指向する事業に対して、平成 30 年より「水道事業に

おける IoT活用推進モデル事業」（生活基盤施設耐震化等交付金）を活用した支援を開始してい

る。 
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今後の取組 

 

○  平成 31年度当初予算案においては、生活基盤施設耐震化等交付金の支援策を拡充し、水道管

路緊急改善事業の交付対象となる管種に「耐震性の低い継手を有する鋼管」を追加するほか、

改正水道法に基づく水道事業の広域化を更に促進するため、水道事業運営基盤強化推進事業に

おける広域化の支援策の充実を図ることとしている。 

 

（広域化の支援に対する主な充実内容） 

 ①広域化事業の交付対象事業者の拡充 

３以上の水道事業者での広域化（事業統合または経営の一体化に限る）事業の交付対象事業

者について、水道用水供給事業者及び特定簡易水道事業者以外の簡易水道事業者も対象とする。 

また、小規模水道事業者（給水人口１万人以下）を含めた広域化において広域化後の水道料

金回収率が 100％以上となることが見込まれる場合、小規模水道事業者は資本単価要件を免除

する。 

 ②広域化事業及び運営基盤強化等事業の交付期間の見直し 

「広域化事業開始後 10年間」を交付対象期間とし、最終交付期限である平成 41年度は廃止

した上で、水道法の改正を踏まえ、新たな交付期限を設定することとする。 

 ③共同施設の整備事業を交付対象事業として創設 

都道府県が策定する水道基盤強化計画等の区域として将来的に広域化を実施する旨が明示

される場合、水道事業者の共同施設の整備に要する経費を交付対象とする。 

 

○ また、災害対策としては、平成 30年度２次補正予算額及び平成 31年度当初予算案においては、

緊急対策に盛り込んだ非常用自家発電設備の整備、土砂災害・浸水災害の対策工事を新たに水道

施設整備費補助金の対象事業とすることとしている。 

 

○ 水道事業における各種情報の利活用等を目的として、経済産業省等と連携して検討を進めてき

た「水道情報活用システム（仮称）」の社会実装に目処がついたことから、水道情報活用システ

ムの導入を希望する水道事業者などの募集（登録の依頼）を開始したところであり、対象として

は以下のような水道事業者等が考えられる（「標準仕様に基づく水道情報活用システムに関する

モデル事業への参加希望者の募集について」（平成 31 年２月 19 日付厚生労働省水道課事務連
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絡））。 

①多数の異なるシステムを統合する水道事業者等 

②今後の事業統合や広域連携を見据えて、システムの統合がシームレスに行えるように準備を

進める水道事業者等 

③運転監視や水道施設台帳等を個々のシステムで運用していたものを統合し、データの利活用

により管理の高度化等を目指す水道事業者等 

④改正水道法で義務付けられた、水道施設台帳の整備の義務化に合わせて、台帳整備を実施す

る水道事業者等 

⑤その他、水道情報活用システムの導入により、業務の効率化や管理の高度化等を目指す水道

事業者等 

 

  登録のあった水道事業者等に対しては、水道情報活用システムに関する情報提供を随時行うと

ともに、システムの利用方法等について水道事業者等と共同で検討を実施する。水道情報活用シ

ステムの導入を決定した水道事業者等に対しては「水道事業における IoT 活用推進モデル事業」

（生活基盤施設耐震化等交付金 平成 31 年度予算額案 432 億円の内数）を活用し、各種アプリ

ケーションの導入やセンサー・システム等の改造、プラットフォームの構築費用に対する支援を

実施していく。 

 

○ 東日本大震災に係る水道施設災害復旧費については、平成 31 年度予算案として、各自治体の

復興計画において、平成 31 年度に予定されている施設の復旧に必要な経費の財政支援を行うた

め、復興庁に 90億円を一括計上している。 

 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 生活基盤施設耐震化等交付金については、平成 28 年度から、都道府県が取りまとめた事業計

画に基づき、都道府県が地域の実情に応じて各事業者に交付することとなっている。また、平成

30年度から、水道ビジョンなど都道府県が策定する広域化等に係る計画の策定経費について、同

交付金の交付対象としている。水道事業の広域化や水道施設の耐震化等を推進し、持続可能かつ

強靱な水道が構築されるよう、地域の実情に応じて弾力的に配分を行うなど、引き続き積極的な

取組をお願いする。 

 

○ 今後依頼予定の緊急対策に関する要望書の提出にあたっては、「水道における緊急対策の実施
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について」（平成 31 年２月 25 日付け薬生水発第 0225 第 1 号）の趣旨をふまえ、非常用自家発

電設備整備等の新規事業の積極的な検討や、基幹管路や浄水場等の水道施設耐震化の加速につな

がる検討（前倒し、掘り起こし等）を進め、今般の予算を活用していただくよう、水道事業者等

へ取組みを促していただきたい。 

 

○ 水道情報活用システムの導入等に向けて「標準仕様に基づく水道情報活用システムに関するモ

デル事業への参加希望者の募集について」（平成 31年２月 19日厚生労働省医薬・生活衛生局水

道課事務連絡）により、都道府県水道行政部局に水道事業者等への周知をお願いしたところであ

るが、引き続き情報提供等に協力をお願いする。水道情報活用システムの詳細等については、随

時、厚生労働省まで問い合わせ願いたい。 

 

○ 東日本大震災に係る災害復旧事業については、復興期間の終了年度である平成 32 年度までに

事業を終えることができるよう、引き続き各事業者との連携・働きかけをお願いする。 
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水道計画指導室 
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１．水道事業者等への指導監督について 

 

従前の経緯 

 

○ 厚生労働省では、平成 13 年度から、厚生労働大臣認可の水道事業者等を対象に、水道法第 39

条の規定に基づく立入検査を実施しており、水道技術管理者の従事・監督状況等の水道法に規定

する事項の遵守状況や、自然災害やテロ等危機管理対策の状況、中・長期的な視点に立った水道

施設の計画的な更新、改良、耐震化の状況等を確認している。 

   

○ 平成 29年度は、延べ 51の水道事業者等（第三者委託先を含む。）に対して立入検査を実施し、

文書での指摘を延べ 99件、口頭での指摘を延べ 190件行った。今年度は、43の水道事業者等（第

三者委託先を含む。）に対して立入検査を実施したところである。 

 

○ 立入検査の結果については、取りまとめの上、厚生労働省水道課ホームページで公表してきた

が、平成 27年度より、指摘対象の水道事業者等の名称を併せて公表している。 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 都道府県においても、上記の状況を御承知の上、管下水道事業者等への指導監督のより一層の

充実をお願いする。 

 

○ 国認可の水道事業者等に対しては、長年、立入検査を実施していない事業者を中心に、立入検

査を活用した指導・助言等を行っているところである。都道府県におかれても、管下水道事業者

等に対し、計画的な指導監督をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158



２．水道分野における国際貢献 

 

従前の経緯 

 

○ 国連ミレニアム開発目標（MDGs）では、安全な飲料水を利用できない人口の割合を、1990年を

基準として 2015 年までに半減することが掲げられ、我が国としても、達成に向け取り組んでき

たところ、同目標は 2010年に達成された。今後は、新たに掲げられた持続可能な開発目標(SDGs)

の目標６「2030年までに、すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」

の達成に向けて、継続的な支援が求められている。 

   

○ 日本経済の再生に向けて、平成 24年 12月に設置された日本経済再生本部において「我が国の

世界最先端インフラシステムの輸出を後押しする」ことが決定され（Ｈ25.１）、実現に向けた

具体的な検討のための関係閣僚会議として経協インフラ戦略会議が設置された（Ｈ25.３）。同

会議において決定されたインフラシステム輸出戦略（Ｈ25.５）では、新たなフロンティアとな

るインフラ分野として「水道分野」が選定された（Ｈ28.５）。 

 

○ 人口増加や経済発展を続けるアジア諸国において、今後、水需要の高まりが見込まれており、

水ビジネスの成長性が国際的に注目されている。今後は、ODAによる協力にとどまらず、日本の

技術・経験をアジアの持続可能な成長のエンジンとして活用し、アジアの成長を日本の成長に確

実に結実させるよう、インフラシステム輸出戦略を踏まえた日本の水道産業の国際展開を進めて

いる。 
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今後の取組  

                                                                                

○ 日本の水道産業の海外展開を支援するため、東南アジア地域の開発途上国を対象として、平成

20 年度から、地方公共団体及び民間企業等が参加する現地セミナーや案件発掘のための現地調

査を実施し、日本の水道技術や企業を PR するとともに、相手国関係者との意見交換等を実施し

ている。平成 30 年度は、カンボジア、ラオス、インドネシア、ミャンマーの４か国における調

査等を採択した。 

 

○ また、海外の水道プロジェクトの形成を支援するため、平成 23 年度から、日本の水道事業者

や水道経験者・水道専門家等と民間企業が共同で調査を行う案件発掘調査を実施している。平成

30年度はインドネシアにおける調査を採択した。 

 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 水道産業の国際展開は、「水道インフラシステム輸出拡大事業」として平成 31 年度も実施す

る予定である。関心のある地方公共団体等におかれては調査等への積極的な参加をお願いする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160



 

 

 

水道水質管理室 
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１．水道水質管理

（１）飲料水健康危機管理について

従前の経緯

○ 厚生労働省では、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して

行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、

平成９年に「飲料水健康危機管理実施要領」(最終改正：平成25年10月)を策定している

が、塩素消毒の不徹底や耐塩素性病原生物による汚染等は毎年発生している。

○ 飲料水の水質異常等の情報を把握した場合の厚生労働省への連絡方法については、

「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報

の提供について」（平成25年10月25日健水発1025第１号）により通知している。

○ また、必要に応じて摂取制限を行いつつ給水を継続することについて、「水質異常時

における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」（平成28年３月31日生食水発0331

第３号）にて通知している。

今後の取組

○ 水質汚染事故による健康被害の発生予防、拡大防止等危機管理に関する取組が適正か

つ迅速に行われるよう、水道事業者等及び都道府県に対して、水道水質管理に関する指

導や水質汚染事故発生時の連絡体制の確認等を徹底する。

都道府県等に対する要請

○ 水質汚染事故による健康被害の発生予防、拡大防止等危機管理に関する取組が適正か

つ迅速に行われるよう、引き続き特段の配慮をお願いする。

○ 貴管下の水道事業者において、飲料水に起因して健康被害が発生した可能性がある場

合のほか、健康に影響を及ぼすおそれのある水質異常が発生した場合（浄水の遊離残留

塩素が0.1 mg/L未満、一般細菌や大腸菌等の基準超過、健康に影響を及ぼすおそれのあ

る物質の基準超過の継続、摂取制限を伴う給水継続の実施等）については、直ちに厚生

労働省に連絡するよう、改めて、緊急時の迅速・円滑な対応をお願いする。
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＜目的＞

• 飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行
われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図る。

＜対象となる飲料水＞

• 水道水（水道法の規制対象）

• 小規模水道水（水道法非適用の水道水）

• 井戸水等（個人が井戸等からくみ上げて飲用する水）
※ボトルウォーターは食品衛生法により措置されるため対象外

＜情報収集の対象＞

• 水道水の水道原水に係る水質異常

• 水道施設等において生じた事故

• 水道水を原因とする食中毒等の発生

• 小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生

7
国における情報伝達、広報、対策の実施等を規定

飲料水健康危機管理実施要領について
（平成９年策定、平成25年最終改正）
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（２）水安全計画について

従前の経緯

○ 厚生労働省は、水道水の安全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水

質管理を実現する手段として、世界保健機関（WHO）が提案している「水安全計画」の

策定を推奨している。平成20年5月には「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、平

成23年度頃までを目途に水安全計画を策定又はこれに準じた危害管理を徹底することが

望ましい旨を、水道事業者等や関係行政部局に周知してきた。

○ しかしながら、平成30年３月末時点での上水道事業及び水道用水供給事業の水安全計

画の策定状況を調査したところ、策定済の事業者は30.7％（平成29年３月末時点25.2

％）、策定中の事業者は5.8％にとどまっている。また、水安全計画を策定していない水

道事業者等の中には、過去、水質事故に見舞われているにもかかわらず事故対策マニュ

アルが整備されていない水道事業者が多数存在していることが明らかになっている。

今後の取組

○ 水安全計画の策定をより一層促進するため、平成27年６月に中小規模の水道事業者等

の使用を念頭に「水安全計画作成支援ツール簡易版」を開発・公開しており、今後も計

画の策定又はこれに準じた危害管理の徹底による安全な水供給の確保の推進を図ってい

く。

都道府県等に対する要請

○ 貴管下の水安全計画未策定の水道事業者等に対して、計画の策定又はこれに準じた危

害管理の徹底による安全な水供給の確保の指導をお願いする。

また、水安全計画策定済の水道事業者等に対しては、計画が常に安全な水を供給して

いく上で十分なものになっているかを定期的に確認し、必要に応じて改善を行うよう指

導をお願いする。

164



（３）水道水質基準等の見直し

従前の経緯

○ 平成15年の厚生科学審議会答申に基づき、厚生労働省では検討会を設置して、最新の

科学的知見を踏まえた水質基準等の逐次改正の検討を行っている。

○ 平成30年11月15日に平成30年度第１回水質基準逐次改正検討会を開催し、内閣府食品

安全委員会による最新の食品健康影響評価等に基づき、水質基準項目である六価クロム化

合物の基準値見直し方針案、農薬類の目標値等の見直し案について検討を行った。

今後の取組

○ 平成31年３月13日に開催予定の第20回厚生科学審議会生活環境水道部会の了承が得ら

れれば、同年４月１日より「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改

正等について」（平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働省健康局長通知）及び「水

道水質管理計画の策定にあたっての留意事項について」（平成4年12月21日衛水第270号

水道整備課長通知）に掲げる農薬類の目標値等の見直しを行う予定である。

○ 六価クロム化合物の基準値見直し方針については、第20回厚生科学審議会生活環境水

道部会の了承が得られれば、食品安全基本法の規定に基づき食品安全委員会の意見を聴

き、パブリックコメント手続き等を経て新基準値を設定する予定である。

都道府県等に対する要請

○ 水道水の安全確保のためには、水質基準項目のみにとどまらず、幅広く汚染物質の監

視を行うことが望ましい。そのため、水道水質管理計画に基づく水質監視を実施するほ

か、貴管下の水道事業者等に対し、引き続きその実態に応じて水質管理目標設定項目等

についても監視を行うよう周知指導方、特段のご配意をお願いする。

○ 水質基準等の逐次改正の検討に用いるため、要検討項目について検査を行った場合に

は、厚生労働省において毎年実施している水道水質関連調査を通じてデータの提供をお

願いする。
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（４）耐塩素性病原生物対策の充実

従前の経緯

○ クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物については、平成19年３月に策定した

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、水道事業者等において対

策が実施されている。

○ 平成30年３月末時点で、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策の実施状況

としては、水道原水が耐塩素性病原生物に汚染されるおそれのレベルを判断していない

施設が全体の８％あり、また、水道原水が耐塩素性病原生物に汚染されるおそれがある

施設（レベル４又はレベル３）のうち30％が対策を検討中と、対策の充実が急務となっ

ている。

今後の取組

○ 厚生労働省では、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づく対応が

実施されるよう、水道事業者等に対し、引き続き立入検査等で指導していく。
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○ クリプトスポリジウム対策における地表水への紫外線処理の適用を盛り込んだ、「水

道施設の技術的基準を定める省令」及び「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指

針」の改定案について、本年１月29日から２月27日までパブリックコメントを実施。来

年度４月ごろの適用開始を予定している。

都道府県等に対する要請

○ 汚染のおそれの程度を把握していない場合には、同指針に基づき、速やかにレベル判

定を実施し、そのレベルに応じた水道原水に係る検査が実施されるよう、水道事業者等

に対し指導をお願いする。

○ 今後改正予定の「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「水道におけるクリプト

スポリジウム等対策指針」の水道事業者等への周知、並びにクリプトスポリジウム等によ

る汚染のおそれのある施設を持つ水道事業者等に対して、施設整備や運転管理等の対策を

徹底するよう指導をお願いする。
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（５）貯水槽水道について

従前の経緯

○ 貯水槽水道のうち有効容量が10m3を超える簡易専用水道は、水道法において、その設

置者に対し、１年以内ごとに１回の検査が義務づけられている。また、貯水槽水道のう

ち簡易専用水道の規模要件に満たない小規模貯水槽水道は、水道法上検査の義務づけは

ないものの、「飲用井戸等衛生対策要領」（昭和62年１月策定）等に基づき水質検査を１

年以内ごとに１回行う等、適切に管理することを求めている。

○ 簡易専用水道の管理の検査受検状況は、近年は80％前後で推移しており、平成29年度

は78.1％であった。また、簡易専用水道の検査において指摘のあった施設の割合は22.6

％であり、特に衛生上問題があったために所管する行政庁に報告された割合は0.8％で

あった。

○ 一方で、小規模貯水槽水道の検査受検状況は、近年は３％前後で推移しており、平成

29年度は3.3％であった。また、小規模貯水槽水道の検査において指摘のあった施設の

割合は24.2％であり、特に対策の充実が急務となっている。
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○ 厚生労働省では、貯水槽水道（簡易専用水道及び小規模貯水槽水道）の管理の適正化

を図るため、「貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について」（平成22年3

月25日付け厚生労働省健康局水道課長通知)を発出し、都道府県等及び水道事業者に対

し、貯水槽水道の衛生確保の一層の推進を求めている。

○ なお、貯水槽水道の指導監督に係る事務は、以前は都道府県、保健所設置市及び特別

区が行っていたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律第105号）による水道法の改正により、平

成25年４月１日以降はすべての市に移譲されている。

○ 平成30年度に健康被害が確認された水質事故については、平成31年２月、神戸市にお

いて簡易専用水道である受水槽の汚染が原因とされる健康被害（ノロウイルスによる食

中毒）が発生した。神戸市は受水槽の設置者に対して受水槽の維持管理を徹底するよう

改めて指示を行った。

今後の取組

○ 厚生労働省では、引き続き各自治体の貯水槽水道の管理及び指導の実態を把握し、貯

水槽水道の管理向上の推進を図っていく。

都道府県等に対する要請

○ 水道事業者と連携して貯水槽水道の設置場所の把握及び情報の更新を進めるとともに、

設置者に対する指導を引き続きお願いする。

○ 指導権限を移譲した市において円滑に事務が執行されるよう、移譲先の担当部局と情

報を共有するなど積極的な連携体制を図るとともに、適切な助言を行うようお願いする。
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